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組合員・利用者の皆様へ 
 

兵庫みらい農業協同組合 
代表理事組合長 小紫 康正 

 
 

不祥事発生のお詫びについて 
 
 

平素より、当組合の各事業につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 
さて、この度、誠に遺憾ではございますが、当組合の職員が顧客の現金を着服していた事

件が同職員の申し出により判明いたしました。 
当組合の調査の結果、同職員は令和５年１２月に、当時勤務していた緑が丘支店の顧客か

ら預かった現金７２万５千円を着服していたものです。 
なお、着服した現金につきましては、当事者から全額弁済を受けておりますが、当組合は、

余罪がないか、徹底した原因分析を実施していく方針です。 
 

今回の事件は、ＪＡへの信頼を失わせる行為であり、組合員・利用者の皆様には多大なる
ご迷惑とご心配をおかけすることを、深くお詫び申しあげます。 
 

また、当組合としては、今回の不祥事を厳粛に受け止め、今後の再発防止に向け、事務処
理及び職員教育の徹底、内部管理態勢のより一層の強化を図り、信頼回復のため役職員一同、
誠心誠意取り組んでまいります。 

謹んでお詫び申しあげますとともに、今後ともご支援ご厚情を賜りますようお願い申し
あげます。 
 
 

 【本件に関するお問い合わせ先】 

兵庫みらい農業協同組合 リスク管理部 

電話 ０７９０－４７－１２７８ 

受付時間 午前９時００分～午後５時００分 

（土・日・祝は除く） 
 


